
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発行／日田市農業委員会事務局 ☎0973-22-8213 日田市田島2 丁目6 番1 号 

 

平成 2７年 12 月 1 日発行 

第２８号 

 日田市農業委員会は１１月２５日、原田市長に

「平成２８年度日田市農政施策に関する建議書」を

提出しました。これは農業委員会等に関する法律に

基づくもので、「日田式循環型有機農業の推進」「有

害鳥獣被害対策」「担い手の育成及び労働力確保対

策」について市農政施策への反映を要望しました。 

 TPP の大筋合意など農業を取り巻く環境は大き

く変わりつつありますが、農業委員会は市と協力し

てより一層日田市の農業振興に努めてまいります。 

■市農政施策に関する建議・・・P２ 

■農業委員会法の改正について・P３ 

■農業委員会活動報告・・・P４～P５ 

■けい畔管理省力化の取り組み・・P6 

■農地の「賃借料情報」を提供・ ・Ｐ7 

■農業委員会からのお知らせ・・P８ 

目次目次目次目次    

 

建議の詳しい内容は裏面に掲載 



一

、

日

田

式

循

環

型

有

機

農

業

の

推

進

に

つ

い

て 

①

安

全

で

安

心

な

農

産

物

を

供

給

す

る

た

め

に

更

な

る 

堆

肥

の

品

質

向

上

と

堆

肥

購

入

助

成

な

ど

指

導

・

供

給

体

制

を

確

立

さ

せ

る

よ

う

継

続

し

た

取

り

組

み

を

要

望

し

ま

す

。 

 

ま

た

、

消

費

者

へ

有

機

・

減

農

薬

生

産

を

更

に

ア

ピ

ー

ル

す

る

た

め

に

日

田

式

循

環

型

有

機

農

業

で

生

産

さ

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

よ

う

に

ス

テ

ッ

カ

ー

を

貼

る

な

ど

の

取

り

組

み

を

要

望

し

ま

す

。 

②

日

田

式

循

環

型

有

機

農

業

を

日

田

市

全

体

に

勧

め

る

為

、

今

後

も

集

落

営

農

組

織

へ

の

堆

肥

散

布

機

の

導

入

支

援

を

図

ら

れ

る

よ

う

要

望

し

ま

す

。 

三

、

担

い

手

の

育

成

及

び

労

働

力

確

保

対

策

に

つ

い

て 

①

農

繁

期

の

人

手

不

足

解

消

の

た

め

人

材

募

集

組

織

の

設

立

お

よ

び

季

節

労

働

者

の

宿

泊

施

設

の

整

備

を

要

望

し

ま

す

。

 

②

農

業

後

継

者

へ

の

新

し

い

技

術

の

習

 

得

、

農

機

具

導

入

に

対

す

る

市

独

自

の

 

支

援

を

要

望

し

ま

す

。

 

③

市

長

や

知

事

と

後

継

者

・

認

 

定

農

業

者

及

び

後

継

者

同

士

の

意

 

見

交

換

会

の

実

施

を

要

望

し

ま

す

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（２） 

 

平成 28 年度 日田市農政施策に関する建議 

日

田

市

の

農

業

は

、

農

業

従

事

者

の

高

齢

化

の

進

行

と

担

い

手

の

減

少

が

続

い

て

お

り

、

地

域

農

業

を

将

来

に

わ

た

っ

て

持

続

可

能

な

産

業

と

し

て

い

く

こ

と

が

大

き

な

課

題

で

す

。

ま

た

T

P

P

交

渉

も

大

筋

合

意

さ

れ

、

今

後

農

業

を

取

り

巻

く

環

境

は

、

い

ま

ま

で

以

上

に

非

常

に

厳

し

く

な

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

ま

す

。

こ

う

し

た

こ

と

か

ら

消

費

者

に

安

心

で

安

全

な

農

作

物

を

供

給

し

農

業

者

の

安

定

し

た

経

営

を

よ

り

一

層

推

進

し

、

日

田

市

独

自

の

地

域

の

特

性

に

応

じ

た

農

業

体

制

の

確

立

に

取

り

組

む

必

要

が

あ

り

ま

す

。 さ

ら

に

は

、

農

業

者

の

生

産

意

欲

の

低

下

を

も

た

ら

す

有

害

鳥

獣

被

害

に

対

す

る

取

り

組

み

が

急

務

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。 

日

田

市

農

業

委

員

会

は

、

次

代

を

担

う

若

者

た

ち

に

魅

力

あ

る

農

業

経

営

が

実

現

で

き

る

よ

う

、

来

年

度

予

算

編

成

時

期

に

あ

た

り

、

次

の

と

お

り

施

策

の

実

現

と

予

算

の

確

保

を

図

ら

れ

る

よ

う

、

農

業

委

員

会

等

に

関

す

る

法

律

第

六

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

建

議

し

ま

す

。 
二

、

有

害

鳥

獣

被

害

対

策

に

つ

い

て 

（

防

御

対

策

） 

電

気

柵

、

防

護

柵

の

設

置

へ

の

補

助

金

に

つ

き

ま

し

て

、

継

続

し

た

支

援

及

び

防

護

柵

設

置

に

対

す

る

補

助

の

要

件

緩

和

を

要

望

し

ま

す

。 

（

捕

獲

対

策

） 

①

有

害

鳥

獣

捕

獲

班

の

み

な

ら

ず

、

全

て

の

捕

獲

者

に

捕

獲

報

償

金

等

の

支

給

を

要

望

し

ま

す

。 

②

有

害

鳥

獣

捕

獲

補

助

金

の

増

額

を

要

望

し

ま

す

。 

（

共

通

事

項

） 

①

近

年

、

小

動

物

、

鳥

類

に

よ

る

被

害

が

拡

大

し

て

い

ま

す

。

今

後

も

小

動

物

捕

獲

器

の

貸

し

出

し

等

の

継

続

し

た

取

組

み

及

び

拡

充

を

要

望

し

ま

す

。 

②

有

害

鳥

獣

対

策

に

つ

い

て

、

対

策

協

議

会

が

設

立

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

農

家

は

有

害

鳥

獣

の

頭

羽

数

の

減

少

を

望

ん

で

お

り

、

そ

の

活

動

・

対

策

に

つ

い

て

統

一

し

た

行

動

に

よ

り

被

害

減

少

に

結

び

つ

け

る

た

め

構

成

組

織

間

の

連

絡

調

整

を

密

に

し

、

引

き

続

き

取

り

組

む

よ

う

要

望

し

ま

す

。

 

④

儲

か

る

農

業

・

魅

力

あ

る

農

業

で

後

継

者

の

育

成

を

図

る

こ

と

を

要

望

し

ま

す

。

 

⑤

薬

草

な

ど

新

規

農

産

物

の

開

拓

・

農

産

物

の

ブ

ラ

ン

ド

化

を

推

進

し

、

農

業

経

営

の

安

定

を

図

る

た

め

の

施

策

を

要

望

し

ま

す

。

 

⑥

認

定

農

業

者

へ

の

支

援

強

化

を

要

望

し

ま

す

。

 

⑦

新

規

就

農

者

及

び

後

継

者

支

援

策

と

し

て

、

農

業

支

援

員

を

登

録

し

、

休

日

で

も

現

場

指

導

で

き

る

制

度

の

創

設

を

要

望

し

ま

す

。

 

⑧

基

盤

整

備

事

業

の

継

続

的

な

取

り

組

み

と

、

山

間

部

で

農

地

が

点

在

し

て

面

積

や

戸

数

な

ど

で

採

択

基

準

に

合

致

し

な

い

よ

う

な

場

所

が

多

い

た

め

、

補

助

要

件

の

緩

和

を

要

望

し

ま

す

。 

市長との意見交換の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎◎◎◎

新

任

農

業

委

員

新

任

農

業

委

員

新

任

農

業

委

員

新

任

農

業

委

員

の

お

の

お

の

お

の

お

知知知知

ら

せ

ら

せ

ら

せ

ら

せ    

農

業

共

済

組

合

推

薦

委

員

が

次

の

方

に

代

わ

り

ま

し

た

。 

【

農

業

共

済

組

合

推

薦

】

 

髙

瀬

 

義

德

 

委

員

（

日

ノ

隈

町

）

 

 

農

業

委

員

と

し

て

の

資

質

の

高

揚

を

図

り

、

地

域

農

業

の

発

展

、

農

家

の

地

位

の

向

上

に

努

め

ま

す

。

 

平成２７年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（３） 

 

平

成

二

十

七

年

度

 

    
    

日

田

市

農

業

者

年

金

日

田

市

農

業

者

年

金

日

田

市

農

業

者

年

金

日

田

市

農

業

者

年

金    

受

給

者

協

議

会

総

会

受

給

者

協

議

会

総

会

受

給

者

協

議

会

総

会

受

給

者

協

議

会

総

会    

農

業

者

年

金

受

給

者

協

議

会

(

百

一

名

)

の

総

会

が

五

月

二

十

七

日

、

市

内

ホ

テ

ル

で

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

来

賓

祝

辞

の

後

、

議

案

審

議

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

総

会

終

了

後

、

「

高

齢

者

の

口

腔

ケ

ア

」

に

つ

い

て

歯

科

衛

生

士

の

辻

氏

か

ら

講

演

が

あ

り

、

会

員

た

ち

は

熱

心

に

耳

を

傾

け

て

い

ま

し

た

。

そ

の

後

の

懇

親

会

で

は

会

員

た

ち

は

親

睦

を

深

め

て

い

ま

し

た

。

 

農業委員会等に関する法農業委員会等に関する法農業委員会等に関する法農業委員会等に関する法律の改正について律の改正について律の改正について律の改正について    

平成 27 年 8 月に農業委員会等に関する法律が改正され、平成 28 年 4 月から施行されることにな

りました。改正法により主に以下のような点が変わります。 

 

①農地等の利用の最適化の推進を強化①農地等の利用の最適化の推進を強化①農地等の利用の最適化の推進を強化①農地等の利用の最適化の推進を強化    

 農業委員会が許認可だけでなく、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参

入の促進に積極的に取り組んでいくことが制度的により強固に位置づけられました。 

②農地利用最適化推進委員の設置②農地利用最適化推進委員の設置②農地利用最適化推進委員の設置②農地利用最適化推進委員の設置    

 農業委員会は農業委員とともに地域で農地等の利用の最適化に取り組む農地利用最適化推進委員

を委嘱します。 

③農業委員の選出方法が公選制から市長の選任制に③農業委員の選出方法が公選制から市長の選任制に③農業委員の選出方法が公選制から市長の選任制に③農業委員の選出方法が公選制から市長の選任制に    

 農業委員はこれまで公職選挙法に基づく選挙により選出されていましたが、市長が議会の同意を得

て任命する方法になります。それにあたって予め地域推薦・公募を行います。また、選任について

は認定農業者を過半とし、女性や青年を積極的に登用することも求められています。 

④市長に対する「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見提出の義務化④市長に対する「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見提出の義務化④市長に対する「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見提出の義務化④市長に対する「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見提出の義務化    

 農業委員会は市長に対し「農地等の利用の最適化の推進」に関する施策の具体的な改善案を提出し

なければいけないことになり、市はその意見を考慮しなければならないことになりました。 

⑤農業委員会活動の「見える化」の推進⑤農業委員会活動の「見える化」の推進⑤農業委員会活動の「見える化」の推進⑤農業委員会活動の「見える化」の推進    

 農地等の利用の最適化の推進など農業委員会活動をインターネットなどで公表することが義務付

けられます。 

 

※現在の日田市農業委員の任期である平成 29 年 7 月 19 日までは農業委員の改選および農地利用

最適化推進委員の委嘱は行われません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（４） 

 

農

業

委

員

会

地

区

別

セ

ミ

ナ

ー

が 

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

 

農 業 委 員 会 活 動 報 告 

先

進

地

研

修

報

告

先

進

地

研

修

報

告

先

進

地

研

修

報

告

先

進

地

研

修

報

告    

農

業

委

員

会

 

副

会

長

 

 
 

 

石

井

 

照

久

 

我

々

農

業

委

員

会

は

、

全

国

的

な

問

題

と

な

っ

て

い

る

耕

作

放

棄

地

を

解

消

し

、

日

田

市

農

業

の

発

展

に

資

す

る

た

め

、

先

進

地

視

察

研

修

と

し

て

宮

崎

県

川

南

町

、

鹿

児

島

県

姶

良

市

に

行

っ

て

参

り

ま

し

た

。 

川

南

町

は

日

本

三

大

開

拓

地

と

言

わ

れ

る

広

大

な

農

地

を

有

効

に

活

用

し

、

畜

産

・

野

菜

等

を

中

心

に

多

種

多

様

な

農

業

が

展

開

さ

れ

、

わ

が

国

の

食

料

基

地

と

し

て

重

要

な

役

割

を

果

た

し

て

い

ま

す

。 

し

か

し

、

近

年

で

は

農

業

者

の

減

少

等

に

伴

う

放

棄

地

の

増

加

が

問

題

と

な

っ

て

い

ま

す

。

そ

こ

で

川

南

町

で

は

国

の

事

業

を

利

用

し

、

雑

木

の

伐

採

・

大

型

重

機

に

よ

る

開

墾

を

行

う

こ

と

で

優

良

農

地

と

し

て

再

生

す

る

と

い

っ

た

取

り

組

み

を

行

っ

て

い

ま

す

。 

姶

良

市

は

中

山

間

地

域

と

中

央

部

に

広

が

る

水

田

地

帯

で

水

稲

を

中

心

と

し

た

営

農

が

行

わ

れ

、

畜

産

と

施

設

園

芸

と

の

複

合

型

の

農

業

を

振

興

し

て

い

ま

す

。

中

央

部

の

耕

作

放

棄

地

で

は

再

生

協

議

会

の

解

消

事

業

に

よ

り

五

年

間

で

16

ha

も

の

解

消

を

行

っ

て

い

ま

す

。 

ま

た

、

中

山

間

地

域

に

お

い

て

は

、

長

年

 

放

置

さ

れ

て

き

た

放

棄

地

に

は

非

農

地

通

知

 

を

発

行

す

る

こ

と

で

、

農

地

台

帳

等

か

ら

除

外

し

、

守

る

べ

き

農

地

と

の

差

別

化

を

進

め

て

い

ま

す

。

小

林

市

の

薬

草

地

域

セ

ン

タ

ー

で

は

、

近

年

の

健

康

志

向

や

生

活

様

式

の

多

様

化

を

受

け

て

、

地

域

特

産

物

と

し

て

の

育

成

に

力

を

入

れ

て

い

ま

す

。

 

 

日

田

市

で

も

耕

作

放

棄

地

は

問

題

と

な

っ

て

お

り

、

今

回

視

察

を

し

た

先

進

地

の

よ

う

に

市

独

自

で

の

一

刻

も

早

い

取

り

組

み

を

行

い

、

優

良

な

農

地

を

維

持

管

理

し

生

産

力

を

高

め

て

、

T

P

P

に

も

対

応

で

き

る

強

い

日

田

市

農

業

を

研

究

、

推

進

し

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

十

一

月

五

日

、

日

田

市

本

庁

舎

に

て

県

西

部

地

区

(

日

田

・

玖

珠

・

九

重)

地

区

別

セ

 

ミ

ナ

ー

が

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

 

日

田

市

か

ら

は

二

十

四

名

 

が

参

加

し

研

修

で

は

農

業

 

委

員

会

法

の

改

正

や

そ

れ

に

 

伴

う

組

織

改

変

を

は

じ

め

、

 

中

間

管

理

機

構

と

の

連

携

や

 

遊

休

農

地

対

策

、

そ

し

て

各

 

種

組

織

運

動

に

つ

い

て

討

議

 

を

行

い

ま

し

た

。

 

䢫

小

林

市

の

薬

草

・

地

域 

 
 

作

物

セ

ン

タ

ー 
䢩

川

南

町

で

の

開

墾

地

視

察

の

様

子 

市

議

会

産

業

建

設

委

員

会

と 

農

政

懇

談

会

を

行

い

ま

し

た

。

 

十

月

二

十

日

、

市

議

会

産

業

建

設

委

員

会

と

行

っ

た

農

政

懇

談

会

に

て

、

農

業

の

総

合

戦

略

、

後

継

者

対

策

な

ど

に

つ

い

て

意

見

を

交

わ

し

ま

し

た

。

事

前

に

実

施

し

た

五

十

歳

以

下

の

農

業

後

継

者

を

対

 

象

に

し

た

ア

ン

ケ

ー

ト

で

は

人

 

手

不

足

、

機

械

導

入

の

支

援

、

 

価

格

保

障

制

度

な

ど

の

要

望

が

 

寄

せ

ら

れ

て

お

り

、

両

者

は

市

 

に

対

し

て

要

望

し

て

い

く

こ

と

 

を

確

認

し

ま

し

た

。

今

後

さ

ら

 

に

具

体

的

な

要

望

等

を

募

り

後

 

継

者

対

策

に

つ

い

て

協

議

を

深

 

め

て

い

く

考

え

で

す

。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日

田

市

農

業

委

員

会

で

は

、

毎

年

農

地

パ

ト

ロ

ー

ル

（

利

用

状

況

調

査

）

を

実

施

し

て

い

ま

す

。

 

今

年

は

八

月

～

九

月

ま

で

を

、

「

農

地

パ

ト

ロ

ー

ル

月

間

」

と

し

、

こ

の

間

、

特

 

に

力

を

入

れ

て

調

査

を

行

い

 

ま

し

た

。

こ

の

調

査

は

主

に

 

荒

れ

た

農

地

が

な

い

か

、

 

違

反

転

用

が

な

い

か

等

を

 

確

認

し

て

い

ま

す

。

 

 

調

査

の

結

果

を

受

け

て

、

 

今

後

対

象

地

の

所

有

者

の

方

 

に

農

地

の

利

用

に

関

す

る

意

 

向

調

査

を

行

う

こ

と

が

あ

り

 

ま

す

の

で

、

ご

理

解

ご

協

力

 

を

お

願

い

し

ま

す

。

 

 

 

平成２７年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（５） 

農

地

パ

ト

ロ

ー

ル

を

実

施

し

ま

し

た

。

 

 

荒れた農地をそのままにしておくと… 

 

・鳥獣被害 ・不法投棄 

・火事 ・病害虫の発生 

などの原因になります！  

１１月１４・１５日に中城グランドにおいて、

農協祭り「JAJA フェスタ」が開催されまし

た。農業委員会は初日の１４日に農地・農業者

年金相談と米の消費拡大を目的とした米粉パ

ン４００個の無料配布を行いました。当日はあ

いにくの雨で足元が悪い中ではありましたが、

すべてのパンを配布することができました。 

ᵅ

農

地

・

農

業

者

年

金

相

談

 

ᵃ

米

粉

パ

ン 

䢫

農

業

振

興

課

に

よ

る

ホ

ン

モ

ロ

コ

試

食 

→

雨

天

に

も

関

わ

ら

ず

盛

況

だ

っ

た

パ

ン

配

布

の

様

子 



 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（６） 

 

相続税・贈与税納税猶予の特例を受けられている方へ 

●

次

の

よ

う

な

場

合

に

は

、

納

税

 

猶

予

が

打

ち

切

り

に

な

る

可

能

性

が 

あ

り

ま

す

の

で

ご

注

意

下

さ

い

。 

①

特

例

農

地

等

に

つ

い

て

譲

渡

・

 

転

用

・

耕

作

放

棄

耕

作

放

棄

耕

作

放

棄

耕

作

放

棄

が

あ

っ

た

 

場

合

。

 

②

特

例

農

地

で

の

農

業

経

営

を

 

や

め

た

場

合

。

 

な

ど

 

納

税

猶

予

は

農

地

と

農

業

経

営

者

を

税

制

面

に

お

い

て

支

え

る

た

め

に

作

ら

れ

た

制

度

で

す

。

納

税

猶

予

を

受

け

て

い

る

方

は

、

地

域

や

家

族

、

そ

し

て

自

分

の

 

た

め

に

も

、

今

後 

と

も

大

切

な

 

農

地

を

守

っ

て

 

い

っ

て

下

さ

い

 

ま

す

よ

う

、

 

改

め

て

お

願

い

 

致

し

ま

す

。 

③

納

税

猶

予

適

用

継

続

届

出

書

 

を

提

出

し

な

か

っ

た

場

合

。 

 話題の 

アンテナ 

大

分

県

の

け

い

畔

率

は

8.1

％

と

九

州

内

で

最

も

高

く

、

け

い

畔

の

管

理

は

農

家

の

方

々

に

と

っ

て

大

き

な

負

担

と

な

っ

て

い

ま

す

。

 

そ

こ

で

け

い

畔

管

理

の

省

力

化

に

向

け

た

取

り

組

み

と

し

て

導

入

が

進

め

ら

れ

て

い

る

の

が

セ

ン

チ

ピ

ー

ド

グ

ラ

ス

（

ム

カ

デ

芝

）

の

よ

う

な

被

覆

植

物

で

け

い

畔

を

覆

う

手

法

で

す

。

 

セ

ン

チ

ピ

ー

ド

グ

ラ

ス

は

草

丈

15

cm

ほ

ど

の

芝

の

一

種

で

、

定

着

し

て

け

い

畔

を

覆

う

こ

と

で

雑

草

の

生

育

を

抑

制

し

ま

す

。

ま

た

、

水

に

は

弱

い

た

め

水

田

に

侵

入

し

稲

に

悪

影

響

を

与

え

る

こ

と

も

あ

り

ま

せ

ん

。

 

定

着

す

れ

ば

年

1

～

2

回

程

度

の

簡

易

な

草

刈

作

業

で

済

む

よ

う

に

な

り

、

手

間

や

コ

ス

ト

の

大

幅

な

軽

減

が

見

込

め

る

ほ

か

、

病

害

虫

の

棲

家

が

無

く

な

り

、

農

作

物

へ

の

被

害

を

減

ら

す

効

果

も

期

待

で

き

ま

す

。

 

日

田

市

で

も

小

野

地

区

や

旧

郡

部

を

中

心

に

導

入

及

び

技

術

実

証

が

行

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

導

入

費

用

や

、

定

着

す

る

ま

で

（

三

年

ほ

ど

）

は

手

間

が

か

か

る

な

ど

の

課

題

も

あ

り

ま

す

が

、

将

来

に

わ

た

っ

て

農

地

を

守

り

、

有

効

に

活

用

し

て

い

く

た

め

の

方

法

と

し

て

今

後

さ

ら

に

広

ま

っ

て

い

く

こ

と

が

期

待

さ

れ

ま

す

。

 

↑定植を行ったけい畔の様子 

小野地区の農事組合法人小野谷による定植作業の様子↑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（７） 

 

農業経営には情報が多いほど良い！ 

●農政の動きをわかりやすく解説！ 

●経営に役立つ情報も満載！ 

●家族で楽しめる記事も充実！ 

●農業者の視点でお届けします！  

■購読は、お近くの農業委員又は、農業委員会事務局へ申込み・お問合せ下さい。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

老後の備えは、 

農業者年金で安心！ 

 
農業者年金は、次の条件を満たす

方はどなたでも加入できます。 

○○○○60606060 歳未満の方歳未満の方歳未満の方歳未満の方    

○国民年金第一号被保険者○国民年金第一号被保険者○国民年金第一号被保険者○国民年金第一号被保険者    

○○○○年間年間年間年間 60606060 日以上農業に従事日以上農業に従事日以上農業に従事日以上農業に従事

している方している方している方している方(配偶者・後継者も可) 

認定農認定農認定農認定農業者など、一定の要業者など、一定の要業者など、一定の要業者など、一定の要

件を満たす方には保険料件を満たす方には保険料件を満たす方には保険料件を満たす方には保険料

の国庫補助があります。の国庫補助があります。の国庫補助があります。の国庫補助があります。    

認定農業者で青色申告をし

ている方や、その方と家族経

営協定を結んだ配偶者・後継

者の方など一定の要件を満

たす方には、保険料の国庫補

助(月額 1 万円)があります。 

 

詳しくは、農業委員会事務局ま

たはお近くのJA 窓口（農業協

同組合）へお問合せ下さい。 

農地農地農地農地の「の「の「の「賃借料情報」を賃借料情報」を賃借料情報」を賃借料情報」を    

提供し提供し提供し提供していますていますていますています!!!!        

平成 21 年６月４日に「農地法の一部を改正する法律」が公

布され、平成 21 年 12 月 15 日に施行されました。この改正

により「標準小作料」が廃止され、これに代わり農業委員会が

農地の賃借料の情報提供を行うことが法律上明記されました。 

農業委員会事務局では、改正後の農地法第農業委員会事務局では、改正後の農地法第農業委員会事務局では、改正後の農地法第農業委員会事務局では、改正後の農地法第 52525252 条の規定条の規定条の規定条の規定

に基づき、農地法及び農業経営基盤強化法により賃借されに基づき、農地法及び農業経営基盤強化法により賃借されに基づき、農地法及び農業経営基盤強化法により賃借されに基づき、農地法及び農業経営基盤強化法により賃借され

た実勢の賃借料を集計し、情報を提供しておりますので、た実勢の賃借料を集計し、情報を提供しておりますので、た実勢の賃借料を集計し、情報を提供しておりますので、た実勢の賃借料を集計し、情報を提供しておりますので、

賃借料を決定する際の判断材料と賃借料を決定する際の判断材料と賃借料を決定する際の判断材料と賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。してご活用ください。してご活用ください。してご活用ください。 

なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束

力はなく賃借料決定の参考として提供するものですから、

実際の契約の際には貸手と借手の両者でよく協議したうえ

で締結してください。 

日田市のホームページから日田市のホームページから日田市のホームページから日田市のホームページからでもでもでもでも    

農業委員会の情報がご覧いただけます。農業委員会の情報がご覧いただけます。農業委員会の情報がご覧いただけます。農業委員会の情報がご覧いただけます。    

http://www.city.hita.oita.jp/cat_00000115.htmlhttp://www.city.hita.oita.jp/cat_00000115.htmlhttp://www.city.hita.oita.jp/cat_00000115.htmlhttp://www.city.hita.oita.jp/cat_00000115.html    

■農業委員会の業務内容 ■農地法関係の申請手続き案内 

■各種申請書様式のダウンロード ■農業者年金に関する情報 

■農業委員会が発行する証明 ■農業委員会総会議事録 

■農業委員会だより 等 

主な主な主な主な    

内容内容内容内容    

購読料1ヶ月 700 円(送料込) 

週刊 金曜日発行 

お問合せ先／農業委員会事務局（市役所３F） ☎０９７３-２２-８２１３ 



 

 

 

 

 

 

農 地 を 売 買 又農 地 を 売 買 又農 地 を 売 買 又農 地 を 売 買 又 はははは    

貸 し 借 り す る と き貸 し 借 り す る と き貸 し 借 り す る と き貸 し 借 り す る と き はははは    

自 分 名 義 の 農 地自 分 名 義 の 農 地自 分 名 義 の 農 地自 分 名 義 の 農 地 をををを    

転 用 す る と き転 用 す る と き転 用 す る と き転 用 す る と き はははは    

他人名義の土地を買う他人名義の土地を買う他人名義の土地を買う他人名義の土地を買うかかかか    

借りて転用するとき借りて転用するとき借りて転用するとき借りて転用するときはははは    

    

        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（８） 

 

農業委員会からのお知らせ  

農地に関する手続きについて 

｢自分の農地だから許可や届出等をしなくても、自由に売ったり、 

貸したり、転用していいものでは｣と思っている方はいませんか。 

●農地を『売ったり』『貸したり』『転用』『売ったり』『貸したり』『転用』『売ったり』『貸したり』『転用』『売ったり』『貸したり』『転用』したりする 

ときは、｢農地法｣等に基づく許可許可許可許可が必要です。 

●対象の土地が農地であるかどうかは、現況で判断されます。登記地目が農地(田・畑)

であれば、耕作されていなくても農地として扱われます。また、登記地目が農地でな

くても、農地に利用されている土地は農地とみなされます。 

 

３ 条 申 請 及 び 

農業経営基盤強化促進法 
４ 条 申 請 ５ 条 申 請 

■■■■農地の転用とは、農地を住宅・工場・倉庫・駐車場用地住宅・工場・倉庫・駐車場用地住宅・工場・倉庫・駐車場用地住宅・工場・倉庫・駐車場用地

など農地以外の用途に変更することで、農業委員会を経

て県知事の許可が必要です。 

■■■■農振法の農用地区域内農地農用地区域内農地農用地区域内農地農用地区域内農地でないか農業振興課農業振興課農業振興課農業振興課で調べ

てください。もし区域内農地であれば除外の申請除外の申請除外の申請除外の申請をして

ください。県の認可によるこの除外が決定にならないと

農業委員会への転用申請ができません。 

 

■農地を耕作目的で売買した売買した売買した売買した

り貸し借りり貸し借りり貸し借りり貸し借りするときは農業

委員会の許可が必要です。 

■農地を取得する適格者（耕作

等の面積が申請地を含めて申請地を含めて申請地を含めて申請地を含めて

下限面積２５下限面積２５下限面積２５下限面積２５ａ以上ａ以上ａ以上ａ以上）でな

い場合には許可されません。 

◎◎◎◎農地を埋め立てするには、事前に許可等が必要です。 

◎◎◎◎許可後、転用していない農地がありましたら、速やかに転用し完了報

告・登記まで済ませて下さい。 

◎違反転用等については、農地法で原状回復等の処分や罰則

が定められています。 

 

 

農業委員会への届出が必要です！ 

農地を相続相続相続相続した場合…    

■相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ

届出が必要です。 

■耕作できない場合は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを 

受けることができます。 

申請書の 

締切りは、 

毎月 

17日 

※１７日が閉庁日の場合には、次の開庁

日を締め切りとさせていただきます。 

農業委員会事務局(市役所 3 階) 

☎０９７３-２２-８２１３ 

お問合せ先 


